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資料１．人事院への基本要求書

２０２３年１１月２８日

人事院総裁

川 本 裕 子 様

公務員労働組合連絡会

議 長 武 藤 公 明

（公 印 省 略）

2024年度賃金・労働条件に関わる基本要求について

貴職におかれましては、公務員人事行政にご尽力されていることに敬意を表します。

さて、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い社会活動の正常化が進み、日本の経済

は緩やかに回復しています。しかし、昨年から続く資源価格の高止まりや円安進行により物

価は高騰し続けており、国民の生活を圧迫しております。加えて労働者の実質賃金は減少し

続け、国民の家計への影響は極めて深刻な状況です。

そのような中、国民生活の基盤を担う公務・公共サービスの現場では、感染症対策や大規

模自然災害への対応などを含めて、職員は高い使命感と責任をもって懸命の奮闘を続けてい

ます。一方、職場では、テレワークの推進や働き方改革にも積極的に取り組んでいるものの、

長時間労働の蔓延など厳しい勤務環境は改善されておらず、必要な要員と適切な労働条件等

の確保が不可欠です。その意味で、人事院には、労働基本権制約の代償機関であることを踏

まえ職員の利益保護に向けた役割を十全に果たすことが求められています。

貴職におかれましては、こうした点を十分に認識され、下記の基本要求事項の実現に向け

て最大限努力されるよう強く申し入れます。

記

一、賃金に関わる事項

１．給与水準及び配分等について

(1) 給与水準の確保

① 公務における人材の確保を重視し、職務の責任や仕事の内容に相応しい社会的

に公正な月例給与水準を確保すること。また、2024年度の給与勧告においては、

物価高騰のもと実質賃金が低下し続けている実態を重視し、全ての職員の賃金水

準を引き上げ、豊かな生活を保障すること。
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② 期末・勤勉手当については、支給月数の引き上げを図るとともに、引き続きそ

のあり方について、公務員連絡会と協議すること。

(2) 社会的に公正な官民給与比較方法の確立

当面、現行の比較企業規模を堅持することとし、社会的に公正な仕組みとなる

よう改善すること。また、一時金についても、月例給と同様に、同種・同等比較

を原則とするラスパイレス比較を行うこと。

２．「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」について

(1) 検討に当たっての基本について

① 来年の勧告時における措置内容の具体化に向けて、公務員連絡会との十分な協

議を行うこと。

② 職員は、勤務地、年齢層、採用区分、職務職階、家族構成など様々な属性を有

していることを踏まえ、職員全体から理解を得られ、職務に対する意欲を引き出

すものとすること。

③ 地方公務員を始め、独立行政法人職員、政府関係法人職員等にも広く影響を与

えることを認識し、多角的な検討を進めること。

(2) 新卒者、若手・中堅および民間人材等の処遇について

① 初任給水準について、本年勧告に基づく改定を行ってもなお、大卒・高卒とも

に、地域手当非支給地等において民間を大きく下回っていることから、初任給近

辺の俸給月額引上げに当たっては、その点を重視すること。

② 係長～上席補佐層の俸給の最低水準や勤勉手当の成績率上限の引上げについて

は、公正で納得性の高い人事評価制度の確立が必要条件であることから、内閣人

事局とも連携しつつ、昨年10月から本格施行されている新評価制度の検証を事前

に行うこと。

(3) 各種手当の見直しについて

① 通勤手当、単身赴任手当の見直しについては、現在既に新幹線通勤や単身赴任

をしている者を幅広く対象とすること。民間の支給実態との乖離が大きい新幹線

通勤について抜本的な改善を行うとともに、新幹線通勤に限らず、現在の通勤手

当の問題点を踏まえた総合的な改善を行うこと。

② 地域手当について、「大くくりの調整方法」の基本的な方向性を速やかに明ら

かにすること。

③ 寒冷地手当や特地勤務手当など、関連して見直しが実施される手当についても、

その方向性を示すこと。

(4) 再任用を含む中高齢層職員の処遇について

① いわゆる生活関連手当等として現在再任用職員に支給されていない手当につい

て、定年前職員や定年延長者との均衡などを踏まえつつ、各種手当の支給範囲を

拡大すること。

② のちの60歳前後の給与カーブに関する課題の検討に当たっては、60歳以上の職
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員の給与に関しても精確な官民比較を行うことを基本に、中長期的な給与カーブ

全体のあり方について、公務員連絡会と協議すること。

二、労働時間、休暇及び休業等に関わる事項

ワーク・ライフ・バランスを実現するため、公務職場における「働き方改革」等を

次のとおり進めること。

１．年間労働時間の着実な短縮について

公務における年間総労働時間1,800時間体制を確立することとし、次の事項を実現

すること。

(1)「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等」について、他律部署を中心

に改善されていないことから、「特例業務」の範囲や「他律部署」の指定の厳格化

など、各府省に対する指導を強化すること。

(2) 勤務時間管理システムの各府省における導入の状況および運用の実態を情報提

供するとともに、それを踏まえた実効性ある超勤縮減策を各府省に求めること。ま

た、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく人事管理システムについて

も、適宜進捗状況等を情報提供すること。

(3) 各府省人事当局からも職員の過重労働の主要な要因として要員不足が挙げられ

ていること等を踏まえ、担当部局に対してより柔軟な定員管理を求めること。

２．「柔軟な働き方」について

(1) 来年４月から導入される勤務間インターバルについて、国際基準たる11時間を

基本とすべきことを各府省に対して示すこと。

(2) 2025年４月から導入するとしている「ゼロ割振り日の追加」「勤務開始後の割

振り変更」「非常勤職員のフレックスタイム制」について、勤務時間法改正案の成

立後、勤務時間管理システムの改修状況等を見極めた上で、それぞれの具体的な措

置内容について情報提供を行うとともに、公務員連絡会との十分な協議を行うこと。

(3) 来年４月より導入される予定の在宅勤務等手当について、給与法改正案の成立

後、具体的な措置内容について、公務員連絡会との十分な協議を行うこと。また、

制度導入後の具体的な運用状況について情報提供すること。

３．休暇・休業制度の拡充等について

ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度の拡充などについて、

次の事項を実現すること。

(1) 夏季休暇について、日数増と取得時期のさらなる弾力的運用をはかること。

(2) リフレッシュ休暇を新設すること。

(3) 産前休暇を８週間、産後休暇を10週間に延長すること。また、妊娠障害に対す

る休暇制度を新設すること。

(4) 出生サポート休暇について、休暇を取得しやすい職場環境の整備をはかること。
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また、各府省における運用実態を把握し、プライバシーの配慮の徹底など、必要に

応じて各府省を指導すること。

(5) 家族介護を理由とした離職を防止するため、介護休業制度を整備すること。

(6) 本年の勧告時報告において言及された、①育児に係る両立支援制度の対象とな

る子の年齢の引上げ、②介護に係る制度を利用できる期間等の拡大、③残業免除や

子の看護休暇の対象となるこどもの年齢の引上げ、④育児のための両立支援制度を

利用できる期間の延長について、制度改善に向けて具体的な検討を行うこと。

三、定年の段階的引上げに関する事項

高齢職員の増加に伴う中堅・若手職員の昇格の抑制の回避等に向け、各府省におけ

る今年度の状況を踏まえつつ、来年度以降についても、級別定数の柔軟な措置を図る

こと。

四、女性参画の推進及び多様性の確保に関わる事項

(1) 国における女性職員の登用について、各役職段階における女性割合がいずれの

役職段階においても増加しているものの、「第５次男女共同参画基本計画」（2020年）

に定める成果目標を下回っていることから、一層の女性の採用・登用と職域拡大を

図ること。

(2) 次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法及び「国家公務員の女性活躍とワ

ークライフバランス推進のための取組指針」等に基づく各府省の「行動計画」「取

組計画」等の着実な実施を図ること。

(3) 本年６月に公布・施行されたＬＧＢＴ理解増進法等を踏まえ、各府省当局と連

携して、職場における性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

理解の増進に努めること。

五、働きやすい職場づくりに関わる事項

(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の

福利厚生の実態把握を行い、その抜本的な改善・充実に向けた提言を行うこと。

(2) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている

実態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。

(3) 心の健康づくりについては、勤務条件や職場環境の改善など総合的に取り組む

こととし、ストレスチェックや「職員の心の健康づくりのための指針」等に基づく

施策の着実な推進に向けて、オンラインも含めたより充実した対応を図ること。

(4) 昨年度人事院が受けた苦情相談のうち1/3強をハラスメント関係が占める一方

で、各府省のハラスメント相談担当者の８割が相談を受けていない等の実態を踏ま

え、ハラスメントもまた公務職場のイメージを悪化させる大きな要因であるとの認

識のもと、外部の専門家との連携等人事院における体制強化を図ること。

(5) 新型コロナを始め感染症の拡大状況等を引き続き注視し、職員の感染防止、健
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康確保のため、公務員連絡会との交渉・協議を踏まえて、適宜、必要な措置を講

じること。

六、人事評価制度に関わる事項

昨年10月より実施された新たな評価区分のもとでの人事評価制度について中立・公

正な人事行政や勤務条件を所管する立場から、内閣人事局とも連携し、評価制度の実

施状況及び評価結果の活用状況を検証すること。その上で、課題があれば、必要に応

じて指導、改善措置等を講じること。

七、非常勤職員制度等に関わる事項

(1) 本年４月より適用となった改正「非常勤職員の給与に関する指針」（給実甲第1

064 号）を踏まえ、非常勤職員の給与改定について常勤職員と同様とするよう、

各府省を指導すること。

(2) 非常勤職員の3/4を期間業務職員以外の職員が占める一方で、その実態が不明で

あることから、それらの職員の実態について調査・把握すること。その上で、法令

上の位置づけの明確化も含めて、課題の解決を図ること。

(3) 非常勤職員の休暇制度等について、常勤職員とのさらなる均等待遇に向け、無

給休暇の有給化等の改善を図ること。

(4) 非常勤職員制度の改善に関するこれまでの取組を踏まえ、制度の抜本的改善に

向け、公務員連絡会と十分協議すること。

八、障害者雇用に関わる事項

来年４月１日から国及び自治体に係る障害者雇用率が2.6％から3.0％に改められ

たことを踏まえ、人事院として、各府省に対し、法定雇用率の達成を遵守するよう

働きかけるとともに、障害者が無理なくかつ安定的に働くことができるよう、役割

を適切に果たすこと。

以上


